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新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべ

き区域の変更及び期間の延長（令和４年３月４日）に伴う工事及び業

務の対応について（通知） 

この度、「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施す

べき区域の変更及び期間の延長（令和４年３月４日）に伴う工事及び業務の対

応について（通知）」（令和４年３月４日付け事務連絡）により、国土交通省

から通知がありました。本市においても国からの通知を踏まえ、工事及び業務

の対応を行うことといたしますので、お知らせいたします。 

なお、工事・業務に係る申し出等につきましては、当該工事・業務担当部署

または担当局へお問い合わせください。

【資 料】

令和４年３月４日付け国土交通省事務連絡（「新型コロナウイルス感染症に

係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和４年

３月４日）に伴う工事及び業務の対応について（通知）」）
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